
 

 

 

 

 

 

令和８年度通常総会を開催しました 

 ２月 26 日（木）、新十津川町の総合健康福祉センター「ゆめりあ」多目的ホールにおいて、そらち

森林組合令和８年度通常総会を開催しました。 

当日は、本人出席 57名、委任出席 22名、議決権行使 468名の計 547名が参加し、出席率は 65.6％

となりました。また、６名の来賓の皆さまにもご臨席いただきました。 

総会は新十津川町の川原正敬議長の進行のもと、令和７年度事業報告、令和８年度事業計画など

７つの議案について審議が行われ、いずれも原案どおり可決されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山林の相続登記はお済みですか？ 

令和６年４月から、相続によって不動産（山林を含む）を取得したことを知った日から３年以内

に、相続登記の申請を行うことが法律で義務付けられました。正当な理由なく申請を怠った場合、10

万円以下の過料が科される可能性があります。 

この制度は、令和６年４月より前に相続した不動産にも適用され、まだ登記が済んでいない場合は、

令和９年３月 31 日までに手続きを完了する必要があります。 

相続登記の相談窓口は法務局や司法書士となっています。相続した森林の管理や今後の扱いにつ

いて不安がある場合は、どうぞ当組合へご相談ください。組合員の皆さまの大切な山林が、将来にわ

たって健全に受け継がれていくよう、引き続き支援してまいります。 
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🌳苗木およびシイタケ 原木・ホダ木 価格🍄  

●苗木（１本あたり単価／消費税込み） 

・カラマツ ＠160 円  ・トドマツ ＠345 円  ・クリーンラーチ ＠310 円 

   ・グイマツ ＠225 円  ・シラカバ ＠200 円  ・ミズナラ ＠340 円 

●シイタケ 原木・ホダ木（１本あたり単価／消費税込み） 

 ・原木 ＠450 円  ・ホダ木  ＠770 円 

●キノコ種駒（１本あたり単価／消費税込み） 

  ・シイタケ ・なめこ ・ひらたけ ・たもぎたけ ・あらげきくらげ ・くりたけ 

  各種共通 ＠1,730 円（１本 500 個入り） 

 

ご希望の方は、当組合までご連絡願います。なお、数に限りがあるものもありますの 

で、お早めにご注文ください。また、「桜」や「さくらんぼ」の苗木なども個別に対応 

しますので、お問い合わせください。   （注文先 そらち森林組合      0125-76-2051） 

  

春の山林へ入る時の注意 

今年の冬は気温が高く、降雪量が平年より少なかったため、雪解けが早く進んでいます。この影

響で、春山では例年より早い時期からさまざまな危険が発生しています。 

 山菜採りなどで入山される際は、次の点にご注意ください。 

■山菜採りで多い事故 

 ・笹藪に入り、道を見失うことによる道迷い・遭難 

 ・緩んだ地面、斜面での転倒や滑落 

 ・熊との遭遇 

・残雪の踏み抜きによる負傷 

 毎年、春の山菜採りでは遭難が多く発生しています。雪融けが早く、地形が不安定な場所が多くな

っています。また、熊の活動開始が早まり、遭遇リスクが高まることが予想されますので、ご注意く

ださい。 

■入山時のお願い 

 ・単独での入山は避けてください 

・行き先と帰宅予定時刻を家族等に伝えてください 

・沢沿いや急斜面には近づかないでください 

・携帯電話や地図アプリ等を携行してください 

・不明な山菜は採取しないでください 

・体調がすぐれない場合は入山を控えてください 

  

熊撃退用スプレーや電子ホイッスル等の紹介、斡旋もできますので、組合までご連絡ください。 



木材市況について 
木材供給の安定化を図るために国産材・地産材の利用促進が進められており、その結果として木

材自給率は緩やかに上昇しています。しかし、建築業界では新築住宅の着工戸数が減少し続けている

ため、依然として建材の多くを輸入材に依存しているのが実情です。 このため、国産材・地産材の

さらなる利用拡大と、それを支える供給体制の強化が急務となっています。 

一方、市況面では、一般住宅向けの木材需要が回復せず、厳しい状況が継続しています。市場全

体としては横ばいで、大きな動きが見られない停滞状態が続いています。 

（単位：円）

素材 規格 日付 12～14㎝ 16～18㎝ 20㎝以上

（単位：円）
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住所や名義変更があった皆さまへ 

会議資料などの郵便物が届かないケースが見られます。お手数をおかけしますが、次のような変

更があった場合は、組合までご連絡ください。 

• 住所が変わったとき（転居） 

• 氏名が変わったとき 

• 山林を売ったり買ったり、譲ったり譲り受けたりしたとき 

• 相続が発生したとき、または被相続人となられたとき 

• 組合への加入・脱退をされるとき 

ご連絡をいただければ、必要な書類をお送りいたします。また、組合ホームページからも各種届

出書類をダウンロードしていただけます。 

組合の定款や規約は、どなたでもご覧いただけます。閲覧をご希望の際は、お気軽にご連絡くだ

さい。コピーをご希望の場合は、実費のご負担をお願いしております。 



森林保険について 

 森林保険は、森林所有者が災害に備えるセーフティーネットとして、林業経営の安定や被災地の早

期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしており、「森林保険法」などに基づき、

森林所有者を被保険者として、森林における火災、気象災、噴火による損害を総合的に補償する保険

です。 

 保険料は、樹種・樹齢・面積と希望される付保率から保険金額が決定します。申込みや資産をお聞

きになりたい方は、当組合までご連絡ください。保険金額の資産は、森林保険センターのホームペー

ジ（https://www.ffpri.go.jp/fic/）の保険料試算のメニューから保険金額、保険料の試算をするこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山火事にご注意ください！ 

 近年、大規模な山火事が相次いで発生しています。岩手県大船渡市での山火事は、鎮火までに 41

日も要し、約 3,400ha（サッカーコート 4,762 面分）を消失しました。また、その後も岡山、愛媛を

はじめ熊本、宮崎、長崎などでも山火事が起きています。山火事は近年、減少傾向にあり、年間平均

で約 1,300 件ほどですが、毎日どこかで４件の山火事が発生している計算になります。 

 山火事は空気が乾燥する春期に集中して発生しますが、その原因のほとんどがゴミ焼きやタバコ、

マッチなどのポイ捨てといった人為的な過失によるものです。一度発生すると、落ち葉や下草などが

焼ける「地表火」となって燃え広がり、大規模・長期化しやすく、人命および財産が失われてしまう

うえに、復旧となると多くの時間と労力、費用を要します。山火事を起こさないために、山林内での

火気の取り扱いには注意してください。 


